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３．防災に関する市民アンケート調査分析結果

「近年各地で大災害が頻発していることから災害や防災への関心があり、「自助」や「共助」が重要なことを頭では理解して
いるが、実際の防災対策等への行動が取られていないという実態がある。」と考えられる。

２．防災基本条例の前提 狭山市地域防災計画－市の防災対策の基本方針－

１．自助・共助、公助の連携による地域防災力の向上

２．組織活動による災害対応力の強化

３．被災者の生活支援
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１．目的

２．定義

３．基本理念

４．狭山市地域防災計画への反映

１．総 則

１．自助

２．共助

３．公助

２．市民、事業者及び市の責務

・市民の責務
・事業者の責務

・市民の責務
・事業者の責務

・市の責務

１．市民の取組み

３．市の取組み

３．防災人づくりの推進

４．災害に強いまちづくり

２．事業者の取組み

１．市民の取組み

３．市の取組み

２．事業者の取組み

４．構成【案】
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